
東京青高同窓会幹事会議事録 

日時  2021 年９月 18 日（土）13：00～14：00 

場所  Ｚｏｏｍによるオンライン開催 

 

１． 参加者 

２７名 

平沼（７：代理出席）、柳谷（１０）、堰合（１３）、佐久間（１５）、重美（１５）、小澤（１８）、 

坂本（１９）、市戸（２１）、柿崎（２１）、加藤（２１）、太田（２２）、成田（２３）、福田（２４）、 

古跡（２６）、鳴海（２７）、松山（２７）、葛西（２８）、木村（２９）、永田（３１）、横山（３１）、 

柿崎（３２）、久保秋（３２）、小堀（３２）、瀬川（３３）、斎藤（３４）、三ツ谷（４３）、小野（４６） 

２． あいさつ（松山会長） 

３． 議  事 

① 会費の納入状況について（葛西） 

資料１も基づき説明。現状は 8 月 31 日時点で６６６人が納入済み、今後の納入は多くは

望めず、予算は６９０人としているが、到達は厳しい状況。 

幹事の皆様方には、同期への納入の働きかけをお願いする。 

② 予算の執行状況について（葛西） 

資料２に基づき説明。ほぼ予定通りの執行、今後とも節約に努め、支出超過とならない

ようにしたい。 

③ 総会・講演会アンケート結果について（葛西） 

資料３に基づき説明。アンケーのト回答者は６２名。 

本年度の総会・講演会のオンライン開催については概ね好評との意見が得られた。 

また、懇親会の開催方法については、従来通りのバイキング方式の希望が多く、会費も

従来通りの７０００円が多く、１万円以下までで 9 割以上を占める状況であった。 

④ 第 44 回総会の実施案について（葛西） 

前述のアンケート結果や新型コロナウイルス感染症対策を考慮すれば、事務局とすれ

ば来年度の総会等についても今年度と同様にオンラインによる開催としたい。 

期日は、例年通り 5月第 2週の日曜で 5月 8 日を予定したい。 

→ 総会等の開催方法及び開催期日は承認された。 

なお、企画幹事は青高 47 回生である。青森の同窓会幹事から 47 回生の岡富さんを紹

介いただき連絡も取れている。（松山） 

Q 総会の開始時刻は？ 

A 今年度と同様 11 時開始を予定している。 

Q 精養軒との関係はどう考えているのか？ 

A 今後とも精養軒での開催を考えている。 

ちなみに、着席によるコース料理の実施とすると、上野精養軒で開催だと、いつも会場で

100 人から 150 人の定員となり、6,000 円のコース料理としても会費は 12,000 円プラス持

込の酒代などとなる。できるようになれば、これまで通りのバイキング方式での懇親会を

実施したい。 

また、総会のみの対面での開催についても検討したい。 

まずは、総会への参加者を増やしたい。（松山） 



⑤  第 43 回総会・講演会の実施結果について 

参加者は部分的に参加した人数も加え、事務局で把握できたのは６５人である。（葛西） 

総会、講演会を録画編集し、動画を You Tube へアップしたい。URL は次のとおりだが

https://youtu.be/PByoOzTKJho 

現状は、この URLを知っている人しかアクセスできない。 

幹事会で承認が得られれば、広く公開（You Tube で検索が可能となる。）したい。（久保

秋） 

→ 動画の一般公開は承認された。 

⑥  会報の発行について（松山） 

      会費の納入を依頼していく手段でもあり、発行を継続していきたい。昨年同様夏号は発

行しない。 

⑦  委員会・同好会の活動報告 

 （総務委員会：小堀） 

   特段の活動はない。 

 （Web サイト委員会：久保秋） 

第 43 回総会・講演会の動画について紹介した。また、本幹事会において了承を得たの

で、YouTubeの東京青高同窓会のチャネルで公開した。 

警察から、東京青高同窓会の Web サイトが、踏み台（スパム等の中継地）にされている

との指摘をうけた。調査の結果、サイトのコンテンツが原因ではなく、運用に用いている

ライブラリの脆弱性を狙ったものと判明。現在は、ホームページの公開を中止している。

ライブラリだけではなく機材を含め更新作業を進めており、準備でき次第再開する。 

 （あさぐ会：市戸） 

コロナ禍の中、リモートによるあさぐ会を実施した。フェイスブック、メールを活用し 8件の

登録があった。 

⑧  その他 

・ 母校同窓会について（松山） 

8 月 14 日に、懇親会は中止し、総会のみを第 1体育館で実施した。 

来年は懇親会も含め 8 月 13 日に開催予定とのこと。 

・ 郵便局で現金による振り込みの際の手数料について（葛西） 

２０２２年１月１７日以降、窓口や ATM における各種払込みにあたって、現金での支払

いの場合には、１件ごとに 110 円の加算料金が必要となる。 

「払込料金加入者負担」（料金受取人負担）の払込取扱票による払込みなど、受取人

が払込み料金を負担する場合であっても、加算料金は払込人が負担。 

本件については会費納入を依頼する際の文書、会報でも周知していきたい。 

     Q 加算料金が必要なのは現金での支払いのみか？ 

     A そのように認識している。 

    ・ 東京青高同窓会ホームページの閲覧中止について（久保秋） 

      前述のとおり。 


